
 

                                                  

 

 

 

 

 
学習の時に 他の子に対して 教職員に対して その他のルールとして 学校等が行うことができる対応 

目標と 
すること 

・時間がかかっても最後ま

で学習をやりとげる 

・意見や考えを積極的に伝

える 

・友だちの意見をよく聞き、

自分の考えと比較しなが

ら、自分の意見をもつ 

・主体的に学習に取り組む 

・自主学習を進んで行う 

・友だちのよいところを見

つける 

・友だちが困っていたら相

談にのる 

・友だちの意見や考えを尊

重する 

・互いに高め合える言葉が

けや行動をする 

・協力し活動できる 

・指示される前に、やるべ
きことを自ら考え、進ん
で行動する 

・授業中のルールを自覚し、
守る 

・元気よく挨拶・返事をす
る 

・約束を守り、素直である 

・係活動や委員会活動の仕

事を進んで行う 

・自分たちが使う場所・道

具を大切にする 

・時刻やきまりを守る 

・互いに身だしなみや生活

習慣について声かけがで

きる 

・廊下は静かに右側を歩く 

・生活週間を設け、頑張ったことや広

めたいことを紹介する 

・よいことやさらに高めたいことを話

し合う 

・安全教育・防犯教育・情報モラル教

育など、喫緊の課題に即した教育活

動を充実させる 

・挨拶運動・安全強調週間を設ける 

・地域合同防災訓練の実施 

基本的な
約束ごと 

・嘘をつかない  ・ルールを守る  ・人に親切にする  ・勉強する 

やっては 
いけない 
こと 

・授業時間におくれる 

・授業中に立ち歩く 

・授業のじゃまをする 

・授業に関係のない話を自

由にする 

・からかう、ひやかす 

・無視する 

・友だちの物を勝手に使う 
・仲間はずれにする 

・悪口、かげ口を言う 

・こわがるようなことをし

たり言ったりする 

・話を聞こうとしない 
・指導を素直に聞かない 
・指導を無視する 

・指導に対して反抗する 

・挑発的な態度をとる 

・物を大切にしない 

・机やロッカー等に落書き

をする 

・学校の物をことわりなく

使う 

・学校の物をこわす 

・お金のトラブル 

・その場で注意 

・個別指導 

・複数の教職員による個別指導 

・場合によっては家庭連絡 

・自己を振り返る 

 
「やってはいけないこと」よりも重いと思われる事象や違法行為（窃盗や傷害・恐喝行為など）については、学校は教育委員会事務局の担当指導主事・関係
諸機関と連携し、対応について協議して問題解決に当たる。 

 

 

 

＜基本的な考え方＞ 

○九条北小学校 安心ルールは、あらかじめルールを明示することにより、子どもたちがやってはいけないことを自覚することを目的として作成したものです。 

○日頃より、基本的な約束に示されたことがらを心がけること伝え、一人一人がルールを守ることの大切さや相手のことを考えることができる「より良い社会（学校）」をめざしています。 

○やってはいけないことの基本となるものは、『体罰・暴力行為を許さない開かれた学校づくりのために』の「児童生徒の問題行動への対応に関する指針」によるものです。 

※この「九条北小学校 安心ルール」の内容は、教育振興基本計画に示している学校の安心・安全のためのスタンダードモデルから学校の実情に応じた内容のみ抜粋
し運用しています。 

※「学校等が行うことができる対応」については、児童一人一人の状況等も十分にふまえ、対応について判断します。 
※「学校等が行うことができる対応」については、あくまでも例示であり、場合によっては、保護者の方にも連絡・報告・連携し、学校の判断で適切な処置や問題
解決への対応をすることがあります。 

※関係諸機関（ＳＳＷ・ＳＣ・子ども相談センター・警察・民生委員・主任児童委員・市教委など）と連携し、児童に寄り添い問題解決に当たります。 
※学校生活以外の事案に関しては、段階にかかわらず関係諸機関との連携となる場合があります。（ＳＮＳにかかる事案に関しても同様です。） 
 


